
2023 年 11 月 1 日 

お客さま各位 

 

「各種預金規定」の一部改定について 

 

 神戸信用金庫では、お客さまの利便性向上と営業店での業務効率化を目的に、一部店舗に

おきまして、窓口にタブレット端末を設置致します。 

 つきましては、関係規定を下記のとおり改定いたします。 

 

 

記 

 

１．改定日 

  ２０２３年１１月 １日（水） 

 

２．改定対象規定 

（１）当座勘定規定 

（２）普通預金規定 

（３）定期性総合口座取引規定 

（４）通知預金規定 

（５）貯蓄預金規定 

（６）納税準備預金規定 

（７）定期預金共通規定 

（８）財産形成期日指定定期預金規定 

（９）財形年金預金規定 

（10）財形住宅預金規定 

（11）定期積金規定 

（12）譲渡性預金規定 

（13）自由金利型定期預金（Ｍ型）（スーパー定期）規定 

（14）自由金利型定期預金（大口定期預金）規定 

（15）変動金利定期預金規定 

（16）キャッシュカード規定 

（17）振込規定 

（18）インターネットバンキング規定 

（19）法人インターネットバンキング規定 

（20）ホームバンキング利用規定 

（21）ファームバンキングサービス規定 

 

３．改定内容 

（１）当座預金規定 

旧 新 

第 16条（届出事項の変更） 

（１）手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印

章を失った場合、または印章、氏名または名称、

商号、代表者、代理人、住所その他届出事項に変

更があった場合には、ただちに当金庫所定の書面

によって当店に届出てください。 

第 16条（届出事項の変更） 

（１）手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印

章を失った場合、または印章、氏名または名称、

商号、代表者、代理人、住所その他届出事項に変

更があった場合には、ただちに当金庫所定の方

法によって当店に届出てください。 



第 18条（印鑑照合等） 

（１）手形、小切手または諸届その他書類に使用され

た印影または署名（電磁的記録により当金庫に画

像として送信されるものを含みます）を、届出の

印鑑（または署名鑑）と相当の注意をもって照合

し、相違ないものと認めたうえ、請求者が請求等

の権限を有すると当金庫が過失なく判断して取

り扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届そ

の他書類につき、偽造、変造その他の事故があっ

ても、そのために生じた損害については、当金庫

は責任を負いません。 

第 18条（印鑑照合等） 

（１）手形、小切手、諸届その他書類または当金庫所

定の印鑑スキャナに使用された印影または署名

（電磁的記録により当金庫に画像として送信さ

れるものを含みます）を、届出の印鑑（または署

名鑑）と相当の注意をもって照合し、相違ないも

のと認めたうえ、請求者が請求等の権限を有す

ると当金庫が過失なく判断して取り扱いました

うえは、その手形、小切手、諸届その他書類につ

き、偽造、変造その他の事故があっても、そのた

めに生じた損害については、当金庫は責任を負

いません。 

 

（２）普通預金規定 

旧 新 

７．（預金の払戻し等） 

（１）この預金を払戻す場合には、当金庫所定の払戻

請求書に届出の印章により記名押印して、通帳と

ともに提出してください。 

７．（預金の払戻し等） 

（１）この預金を払戻す場合には、当金庫所定の払戻

請求書に届出の印章により記名押印し、または当

金庫所定の印鑑スキャナに押印して、通帳ととも

に提出してください。ただし、当金庫がキャッシ

ュカード規定に定める方法により当金庫の窓口

においてカード・暗証番号等による本人確認を行

った場合、当金庫は前記の方法によらずにこの預

金の払出しに応じることができます。この取扱い

により損害が生じた場合の当金庫の責任につい

ては、キャッシュカード規定によるものとしま

す。 

９．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（１）通帳や印章を失った場合、または印章、氏名ま

たは名称、住所その他の届出事項に変更があっ

た場合には、ただちに書面によって当店に届出

てください。 

９．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（１）通帳や印章を失った場合、または印章、氏名ま

たは名称、住所その他の届出事項に変更があっ

た場合には、ただちに当金庫所定方法によって

当店に届出てください。 

11．（印鑑照合等） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印

影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、

相違ないものと認めたうえ、払戻請求者等が預

金払戻し等の権限を有すると当金庫が過失なく

判断して行った払戻し等は、有効な払戻し等と

します。 

以下略 

11．（印鑑照合等） 

払戻請求書、諸届その他の書類または当金庫所

定の印鑑スキャナに使用された印影を届出の印

鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないもの

と認めたうえ、払戻請求者等が預金払戻し等の

権限を有すると当金庫が過失なく判断して行っ

た払戻し等は、有効な払戻し等とします。 

以下略 

    

（３）定期性総合口座規定 

旧 新 

７．（預金の払戻し等） 

（１）普通預金の払戻しをする場合は、当金庫所定の

払戻請求書に、定期預金等の解約または書替継

続、および定期積金の解約をする場合は、当金庫

所定の預金払戻請求書に、届出の印章により記名

押印して、通帳とともに提出してください。 

７．（預金の払戻し等） 

（１）普通預金の払戻しをする場合は、当金庫所定の

払戻請求書に、定期預金等の解約または書替継

続、および定期積金の解約をする場合は、当金庫

所定の預金払戻請求書に、届出の印章により記名

押印または当金庫所定の印鑑スキャナに押印し

て、通帳とともに提出してください。 

ただし、当金庫がキャッシュカード規定に定め

る方法により当金庫の窓口においてカード・暗

証番号等による本人確認を行った場合、当金庫

は前記の方法によらずにこの預金の払出しに応



じることができます。この取扱いにより損害が

生じた場合の当金庫の責任については、キャッ

シュカード規定によるものとします。 

14．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（１）通帳および定期積金掛込帳もしくは印章を失っ

た場合、または印章、氏名、住所その他の届出事

項に変更があった場合には、ただちに書面によっ

て当店に届出てください。 

14．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（１）通帳および定期積金掛込帳もしくは印章を失っ

た場合、または印章、氏名、住所その他の届出事

項に変更があった場合には、ただちに当金庫所定

の方法によって当店に届出てください。 

16．（印鑑照合等） 

この取引において預金払戻請求書、諸届その他

の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の

注意をもって照合し、相違ないものと認めたう

え、払戻請求者等が預金払戻し等の権限を有す

ると当金庫が過失なく判断して行った払戻し等

は、有効な払戻し等とします。 

16．（印鑑照合等） 

この取引において預金払戻請求書、諸届その他

の書類または当金庫所定の印鑑スキャナに使用

された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって

照合し、相違ないものと認めたうえ、払戻請求者

等が預金払戻し等の権限を有すると当金庫が過

失なく判断して行った払戻し等は、有効な払戻

し等とします。 

 

（４）通知預金規定 

旧 新 

８．（預金の解約） 

(1)この預金を解約する場合は、証書式については証

書所定の受取欄に届出の印章により記名押印し、

通帳式については通帳とともに当金庫所定の預

金払戻請求書に届出の印章により記名押印して、

当店に提出してください。なお、通帳式の解約は、

預金明細一口ごとに取扱いし、その一部の解約は

いたしません。 

８．（預金の解約） 

(1)この預金を解約する場合は、証書式については証

書所定の受取欄に届出の印章により記名押印また

は当金庫所定の印鑑スキャナに押印し、通帳式に

ついては通帳とともに当金庫所定の預金払戻請求

書に届出の印章により記名押印または当金庫所定

の印鑑スキャナに押印して、当店に提出してくだ

さい。なお、通帳式の解約は、預金明細一口ごと

に取扱いし、その一部の解約はいたしません。 

９．（届出事項の変更、証書（もしくは通帳）の再発行等） 

（１）証書（もしくは通帳）や印章を失った場合、ま

たは印章、氏名または名称、住所その他の届出

事項に変更があった場合には、ただちに書面に

よって当店に届出てください。 

 

９．（届出事項の変更、証書（もしくは通帳）の再発行等） 

（１）証書（もしくは通帳）や印章を失った場合、ま

たは印章、氏名または名称、住所その他の届出

事項に変更があった場合には、ただちに当金庫

所定の方法によって当店に届出てください。 

 

11．（印鑑照合） 

証書、預金払戻請求書、諸届その他の書類に使用さ

れた印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合

し、相違ないものと認めたうえ、払戻請求者等が預

金払戻し等の権限を有すると当金庫が過失なく判

断して行った払戻し等は、有効な払戻し等としま

す。 

以下略 

 

11．（印鑑照合） 

証書、預金払戻請求書、諸届その他の書類または当

金庫所定の印鑑スキャナに使用された印影を届出

の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないも

のと認めたうえ、払戻請求者等が預金払戻し等の

権限を有すると当金庫が過失なく判断して行った

払戻し等は、有効な払戻し等とします。 

以下略 

 

 

（５）貯蓄預金規定 

旧 新 

７．（預金の払戻し） 

（１）この預金を払戻す場合には、当金庫所定の払戻

請求書に届出の印章により記名押印して、通帳と

ともに提出してください。 

７．（預金の払戻し） 

（１）この預金を払戻す場合には、当金庫所定の払戻

請求書に届出の印章により記名押印し、または当

金庫所定の印鑑スキャナに押印して、通帳ととも

に提出してください。ただし、当金庫がキャッシ

ュカード規定に定める方法により当金庫の窓口

においてカード・暗証番号等による本人確認を行

った場合、当金庫は前記の方法によらずにこの預

金の払出しに応じることができます。この取扱い



により損害が生じた場合の当金庫の責任につい

ては、キャッシュカード規定によるものとしま

す。 

10．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（１）通帳や印章を失った場合、または印章、氏名、

住所その他の届出事項に変更があった場合に

は、ただちに書面によって当店に届出てくださ

い。 

10．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（１）通帳や印章を失った場合、または印章、氏名、

住所その他の届出事項に変更があった場合に

は、ただちに当金庫所定の方法によって当店に

届出てください。 

1２．（印鑑照合等） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印

影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、

相違ないものと認めたうえ、払戻請求者等が預

金払戻し等の権限を有すると当金庫が過失なく

判断して行った払戻し等は、有効な払戻し等と

します。 

以下略 

1２．（印鑑照合等） 

払戻請求書、諸届その他の書類または当金庫所

定の印鑑スキャナに使用された印影を届出の印

鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないもの

と認めたうえ、払戻請求者等が預金払戻し等の

権限を有すると当金庫が過失なく判断して行っ

た払戻し等は、有効な払戻し等とします。 

以下略 

 

（６）納税準備預金規定 

旧 新 

７．（預金の払戻し） 

(1)略 

(2)この預金を払戻す場合には、当金庫所定の払戻請

求書に届出の印章により記名押印して、通帳とと

もに当店に提出してください。 

７．（預金の払戻し） 

(1)略 

(2)この預金を払戻す場合には、当金庫所定の払戻請

求書に届出の印章により記名押印または当金庫所

定の印鑑スキャナに押印して、通帳とともに当店

に提出してください。 

 

10．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)通帳や印章を失った場合、または、印章、氏名ま

たは名称、住所その他の届出事項に変更があった

場合には、ただちに書面によって当店に届出てく

ださい。 

10．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)通帳や印章を失った場合、または、印章、氏名ま

たは名称、住所その他の届出事項に変更があった

場合には、ただちに当庫所定の方法によって当店

に届出てください。 

12．（印鑑照合等） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影

を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違

ないものと認めたうえ、払戻請求者等が預金払戻

し等の権限を有すると当金庫が過失なく判断して

行った払戻し等は、有効な払戻し等とします。 

なお、預金者が個人である場合には、盗取された通

帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する

金額について、次条により補てんを請求すること

ができます。 

12．（印鑑照合等） 

払戻請求書、諸届その他の書類または当金庫所定

の印鑑スキャナに使用された印影を届出の印鑑と

相当の注意をもって照合し、相違ないものと認め

たうえ、払戻請求者等が預金払戻し等の権限を有

すると当金庫が過失なく判断して行った払戻し等

は、有効な払戻し等とします。 

なお、預金者が個人である場合には、盗取された通

帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する

金額について、次条により補てんを請求すること

ができます。 

 

（７）定期預金共通規定 

旧 新 

５．（預金の解約、書替継続） 

(1)～(2)略 

(3)この預金を解約または書替継続する場合には、証

書式の場合には証書所定の受取欄に届出の印章

により記名押印し、通帳式の場合には通帳ととも

に当金庫所定の預金払戻請求書に届出の印章に

より記名押印して、当店に提出してください。な

お、期日指定定期預金で一部の金額を解約または

書替継続する場合には、当金庫所定の預金払戻請

求書に届出の印章により記名押印して、証書（も

５．（預金の解約、書替継続） 

(1)～(2)略 

(3)この預金を解約または書替継続する場合には、証

書式の場合には証書所定の受取欄に届出の印章に

より記名押印または当金庫所定の印鑑スキャナに

押印し、通帳式の場合には通帳とともに当金庫所

定の預金払戻請求書に届出の印章により記名押印

または当金庫所定の印鑑スキャナに押印して、当

店に提出してください。なお、期日指定定期預金

で一部の金額を解約または書替継続する場合に



しくは通帳）とともに当店に提出してください。 は、当金庫所定の預金払戻請求書に届出の印章に

より記名押印または当金庫所定の印鑑スキャナに

押印して、証書（もしくは通帳）とともに当店に

提出してください。 

６．（届出事項の変更、証書（もしくは通帳）の再発行等） 

(1)証書（もしくは通帳）や印章を失った場合、また

は印章、氏名または名称、住所その他の届出事項

に変更があった場合には、ただちに書面によって

当店に届出てください。 

６．（届出事項の変更、証書（もしくは通帳）の再発行等） 

(1)証書（もしくは通帳）や印章を失った場合、また

は印章、氏名または名称、住所その他の届出事項

に変更があった場合には、ただちに当金庫所定の

方法によって当店に届出てください。 

８．（印鑑照合等） 

証書、預金払戻請求書、諸届その他の書類に使用さ

れた印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合

し、相違ないものと認めたうえ、払戻請求者等が預

金払戻し等の権限を有すると当金庫が過失なく判

断して行った払戻し等は、有効な払戻し等としま

す。 

以下略 

８．（印鑑照合等） 

証書、預金払戻請求書、諸届その他の書類または当

金庫所定の印鑑スキャナに使用された印影を届出

の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないも

のと認めたうえ、払戻請求者等が預金払戻し等の

権限を有すると当金庫が過失なく判断して行った

払戻し等は、有効な払戻し等とします。 

以下略 

 

（８）財産形成期日指定定期預金規定 

旧 新 

９．（預金の解約、書替継続） 

(1)～(2)略 

(3)この預金を解約または書替継続する場合には、当

金庫所定の預金払戻請求書に届出の印章により記

名押印に押印して、契約の証とともに当店へ提出

してください。 

９．（預金の解約、書替継続） 

(1)～(2)略 

(3)この預金を解約または書替継続する場合には、当

金庫所定の預金払戻請求書に届出の印章により記

名押印または当金庫所定の印鑑スキャナに押印し

て、契約の証とともに当店へ提出してください。 

10．（届出事項の変更、契約の証の再発行等） 

(1)契約の証や印章を失った場合、または印章、氏名、

住所その他の届出事項に変更があった場合には、

ただちに書面によって当店に届出てください。 

10．（届出事項の変更、契約の証の再発行等） 

(1)契約の証や印章を失った場合、または印章、氏名、

住所その他の届出事項に変更があった場合には、

ただちに当庫所定の方法によって当店に届出てく

ださい。 

12．（印鑑照合） 

預金払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印

影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違

ないものと認めたうえ、払戻請求者等が預金払戻し

等の権限を有すると当金庫が過失なく判断して行

った払戻し等は、有効な払戻し等とします。 

以下略 

12．（印鑑照合） 

預金払戻請求書、諸届その他の書類または当金庫所

定の印鑑スキャナに使用された印影を届出の印鑑

と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認め

たうえ、払戻請求者等が預金払戻し等の権限を有す

ると当金庫が過失なく判断して行った払戻し等は、

有効な払戻し等とします。 

以下略 

 

（９）財形年金預金規定 

旧 新 

８．（預金の解約） 

(1)～(2) 

(3)やむをえない事由により、この預金を第５条の支

払方法によらず解約する場合には、この預金のすべ

てを解約することとし、当金庫所定の預金払戻請求

書に届出の印章により記名押印して、ご契約の証と

ともに当店へ提出してください。 

８．（預金の解約） 

(1)～(2) 

(3)やむをえない事由により、この預金を第５条の支

払方法によらず解約する場合には、この預金のすべ

てを解約することとし、当金庫所定の預金払戻請求

書に届出の印章により記名押印または当金庫所定

の印鑑スキャナに押印して、ご契約の証とともに当

店へ提出してください。 

13．（届出事項の変更、契約の証の再発行等） 

(1)ご契約の証や印章を失った場合、または印章、氏

名、住所その他の届出事項に変更があった場合に

は、ただちに書面によって当店に届出てください。 

13．（届出事項の変更、契約の証の再発行等） 

(1)ご契約の証や印章を失った場合、または印章、氏

名、住所その他の届出事項に変更があった場合に

は、ただちに当庫所定の方法によって当店に届出て



ください。 

15．（印鑑照合） 

預金払戻請求書、諸届その他の書類に使用された

印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、

相違ないものと認めたうえ、払戻請求者等が預金

払戻し等の権限を有すると当金庫が過失なく判断

して行った払戻し等は、有効な払戻し等とします。 

以下略 

15．（印鑑照合） 

預金払戻請求書、諸届その他の書類または当金庫

所定の印鑑スキャナに使用された印影を届出の印

鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと

認めたうえ、払戻請求者等が預金払戻し等の権限

を有すると当金庫が過失なく判断して行った払戻

し等は、有効な払戻し等とします。 

以下略 

 

（１０）財形住宅預金規定 

旧 新 

５．（預金の支払方法） 

(1)略 

(2)本条第１項による払出しをする場合には、住宅の

取得の日から１年以内に、当金庫所定の預金払戻請

求書に届出の印章により記名押印し、ご契約の証と

ともに住宅の登記簿謄本等の所定の書類（またはそ

の写し）を、当店へ提出してください。 

(3)略 

(4)本条第３項による払出しをする場合には、当金庫

所定の預金払戻請求書に届出の印章により記名押

印し、ご契約の証とともに住宅建設工事請負契約書

等の所定の書類の写しを、当店へ提出してくださ

い。 

 以下略 

５．（預金の支払方法） 

(1)略 

(2)本条第１項による払出しをする場合には、住宅の

取得の日から１年以内に、当金庫所定の預金払戻請

求書に届出の印章により記名押印または当金庫所

定の印鑑スキャナに押印し、ご契約の証とともに住

宅の登記簿謄本等の所定の書類（またはその写し）

を、当店へ提出してください。 

(3)略 

(4)本条第３項による払出しをする場合には、当金庫

所定の預金払戻請求書に届出の印章により記名押

印または当金庫所定の印鑑スキャナに押印し、ご契

約の証とともに住宅建設工事請負契約書等の所定

の書類の写しを、当店へ提出してください。 

 以下略 

８．（預金の解約） 

(1～(2)略 

(3)やむをえない事由により、この預金を第５条の支

払方法によらず払出す場合には、この預金のすべて

を解約することとし、当金庫所定の預金払戻請求書

に届出の印章により記名押印して、ご契約の証とと

もに当店へ提出してください。この場合、期日指定

定期預金は、満期日を指定することはできません。 

８．（預金の解約） 

(1～(2)略 

(3)やむをえない事由により、この預金を第５条の支

払方法によらず払出す場合には、この預金のすべて

を解約することとし、当金庫所定の預金払戻請求書

に届出の印章により記名押印または当金庫所定の

印鑑スキャナに押印して、ご契約の証とともに当店

へ提出してください。この場合、期日指定定期預金

は、満期日を指定することはできません。 

 

14．（届出事項の変更、契約の証の再発行等） 

(1)ご契約の証や印章を失った場合、または印章、氏

名、住所その他の届出事項に変更があった場合に

は、ただちに書面によって当店に届出てください。 

14．（届出事項の変更、契約の証の再発行等） 

(1)ご契約の証や印章を失った場合、または印章、氏

名、住所その他の届出事項に変更があった場合に

は、ただちに当庫所定の方法によって当店に届出て

ください。 

16．（印鑑照合） 

預金払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された

印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、

相違ないものと認めたうえ、払戻請求者等が預金

払戻し等の権限を有すると当金庫が過失なく判断

して行った払戻し等は、有効な払戻し等とします。 

16．（印鑑照合） 

預金払戻請求書、諸届、その他の書類または当金庫

所定の印鑑スキャナに使用された印影を届出の印

鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと

認めたうえ、払戻請求者等が預金払戻し等の権限

を有すると当金庫が過失なく判断して行った払戻

し等は、有効な払戻し等とします。 

 

（１１）定期積金規定 

旧 新 

11．（解約等） 

(1)～(2)略 

11．（解約等） 

(1)～(2)略 



(3)この積金を解約する場合には、当金庫所定の預金

払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通

帳とともに当店に提出してください。 

(3)この積金を解約する場合には、当金庫所定の預金

払戻請求書に届出の印章により記名押印または当

金庫所定の印鑑スキャナに押印して、通帳ととも

に当店に提出してください。 

12．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)通帳や印章を失った場合、または印章、氏名また

は名称、住所その他の届出事項に変更があった場

合には、ただちに書面によって当店に届出てくだ

さい。 

12．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)通帳や印章を失った場合、または印章、氏名また

は名称、住所その他の届出事項に変更があった場

合には、ただちに当金庫所定の方法によって当店

に届出てください。 

14．（印鑑照合） 

通帳、預金払戻請求書、諸届その他の書類に使用さ

れた印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合

し、相違ないものと認めたうえ、払戻請求者等が預

金払戻し等の権限を有すると当金庫が過失なく判

断して行った払戻し等は、有効な払戻し等としま

す。 

以下略 

14．（印鑑照合） 

通帳、預金払戻請求書、諸届その他の書類または当

金庫所定の印鑑スキャナに使用された印影を届出

の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないも

のと認めたうえ、払戻請求者等が預金払戻し等の

権限を有すると当金庫が過失なく判断して行った

払戻し等は、有効な払戻し等とします。 

以下略 

 

（１２）譲渡性定期預金規定 

旧 新 

８．（預金の解約） 

(1)略 

(2)この預金を満期日以後に解約する場合には、証書

の受取欄に届出の印章により記名押印に押印し

て、証書記載の取扱店に提出してください。 

８．（預金の解約） 

(1)略 

(2)この預金を満期日以後に解約する場合には、証書

の受取欄に届出の印章により記名押印または当金

庫所定の印鑑スキャナに押印して、証書記載の取

扱店に提出してください。 

９．（届出事項の変更、証書の再発行等） 

(1)証書や印章を失った場合、または印章、氏名また

は名称、住所その他の届出事項に変更があった場

合には、ただちに書面によって証書記載の取扱店

に届出てください。 

９．（届出事項の変更、証書の再発行等） 

(1)証書や印章を失った場合、または印章、氏名また

は名称、住所その他の届出事項に変更があった場

合には、ただちに当庫所定の方法によって証書記

載の取扱店に届出てください。 

11．（印鑑照合） 

証書、中間払利息請求書、譲渡通知書、諸届その他

の書類に使用された印影を届出印鑑と相当の注意

をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、払戻

請求者等が預金払戻し等の権限を有すると当金庫

が過失なく判断して行った払戻し等は、有効な払

戻し等とします。 

以下略 

11．（印鑑照合） 

証書、中間払利息請求書、譲渡通知書、諸届その他

の書類または当金庫所定の印鑑スキャナに使用さ

れた印影を届出印鑑と相当の注意をもって照合

し、相違ないものと認めたうえ、払戻請求者等が預

金払戻し等の権限を有すると当金庫が過失なく判

断して行った払戻し等は、有効な払戻し等としま

す。 

以下略 

 

（１３）自由金利型定期預金（Ｍ型）（スーパー定期）規定 

旧 新 

Ⅰ．【非自動継続型】 

２．（利息） 

(1)略 

①略 

Ａ．現金で受取る場合には、当金庫所定の預金払

戻請求書に届出の印章により記名押印に押印し

て、証書（もしくは通帳）とともに提出してくだ

さい。 

Ⅰ．【非自動継続型】 

２．（利息） 

(1)略 

①略 

Ａ．現金で受取る場合には、当金庫所定の預金払戻

請求書に届出の印章により記名押印または当

金庫所定の印鑑スキャナに押印して、証書（も

しくは通帳）とともに提出してください。 

３．（中間利息定期預金） 

(1)略 

(2)略 

３．（中間利息定期預金） 

(1)略 

(2)略 



① 略 

② 中間利息定期預金をこの預金とともに解約ま

たは書替継続する場合には、証書式のときは証

書所定の受取欄に届出の印章により記名押印

に押印して、通帳式のときは通帳とともに当金

庫所定の預金払戻請求書に届出の印章により

記名押印して、当店に提出してください。 

① 略 

② 中間利息定期預金をこの預金とともに解約ま

たは書替継続する場合には、証書式のときは証

書所定の受取欄に届出の印章により記名押印

または当金庫所定の印鑑スキャナに押印して、

通帳式のときは通帳とともに当金庫所定の預

金払戻請求書に届出の印章により記名押印ま

たは当金庫所定の印鑑スキャナに押印して、当

店に提出してください。 

Ⅱ．【自動継続型】 

２．（利息） 

(2)略 

 ①～③ 

④ 利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場

合には、当金庫所定の預金払戻請求書に届出

の印章により記名押印して、証書（もしくは通

帳）とともに提出してください。 

Ⅱ．【自動継続型】 

２．（利息） 

(2)略 

 ①～③ 

④ 利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場

合には、当金庫所定の預金払戻請求書に届出

の印章により記名押印または当金庫所定の印

鑑スキャナに押印して、証書（もしくは通帳）

とともに提出してください。 

３．（中間利息定期預金） 

(1)略 

(2)略 

① 略 

② 中間利息定期預金をこの預金とともに解約ま

たは書替継続する場合には、証書式のときは

証書所定の受取欄に届出の印章により記名押

印して、通帳式のときは通帳とともに当金庫

所定の預金払戻請求書に届出の印章により記

名押印して、当店に提出してください。 

③ 中間利息定期預金のみを解約または書替継続す

る場合には、当金庫所定の預金払戻請求書に届出

の印章により記名押印して、証書（もしくは通帳）

とともに提出してください。 

３．（中間利息定期預金） 

(1)略 

(2)略 

① 略 

② 中間利息定期預金をこの預金とともに解約ま

たは書替継続する場合には、証書式のときは

証書所定の受取欄に届出の印章により記名押

印または当金庫所定の印鑑スキャナに押印し

て、通帳式のときは通帳とともに当金庫所定

の預金払戻請求書に届出の印章により記名押

印または当金庫所定の印鑑スキャナに押印し

て、当店に提出してください。 

③ 中間利息定期預金のみを解約または書替継続

する場合には、当金庫所定の預金払戻請求書

に届出の印章により記名押印または当金庫所

定の印鑑スキャナに押印して、証書（もしくは

通帳）とともに提出してください。 

 

（１４）自由金利型定期預金（大口定期預金）規定 

旧 新 

Ⅰ．【非自動継続型】 

２．（利息） 

(1)略 

① 略 

Ａ．現金で受取る場合には、当金庫所定の預金払

戻請求書に届出の印章により記名押印に押印

して、証書（もしくは通帳）とともに提出し

てください。 

Ⅰ．【非自動継続型】 

２．（利息） 

(1)略 

① 略 

Ａ．現金で受取る場合には、当金庫所定の預金払

戻請求書に届出の印章により記名押印または

当金庫所定の印鑑スキャナに押印して、証書

（もしくは通帳）とともに提出してください。 

Ⅱ．【自動継続型】 

２．（利息） 

(1)略 

(2)略  

③ 利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場

合には、当金庫所定の預金払戻請求書に届出

の印章により記名押印して、証書（もしくは通

帳）とともに提出してください。 

Ⅱ．【自動継続型】 

２．（利息） 

(1)略 

(2)略  

③ 利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場

合には、当金庫所定の預金払戻請求書に届出

の印章により記名押印または当金庫所定の印

鑑スキャナに押印して、証書（もしくは通帳）

とともに提出してください。 

 



（１５）変動金利定期預金規定 

旧 新 

Ⅰ．【非自動継続型】 

１～２略 

３．（利息） 

(1)略 

①～③略 

④利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合に

は、当金庫所定の預金払戻請求書に届出の印章によ

り記名押印して、証書（もしくは通帳）とともに提

出してください。 

Ⅰ．【非自動継続型】 

１～２略 

３．（利息） 

(1)略 

①～③略 

④利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合に

は、当金庫所定の預金払戻請求書に届出の印章によ

り記名押印または当金庫所定の印鑑スキャナに押

印して、証書（もしくは通帳）とともに提出してく

ださい。 

Ⅱ．【自動継続型】 

１～２略 

３．（利息） 

(1)略 

①～③略 

④利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合に

は、当金庫所定の預金払戻請求書に届出の印章によ

り記名押印して、証書（もしくは通帳）とともに提

出してください。 

Ⅱ．【自動継続型】 

１～２略 

３．（利息） 

(1)略 

①～③略 

④利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合に

は、当金庫所定の預金払戻請求書に届出の印章によ

り記名押印または当金庫所定の印鑑スキャナに押

印して、証書（もしくは通帳）とともに提出してく

ださい。 

 

（１６）キャッシュカード規定 

＜個人用＞ 

旧 新 

9. カード・暗証番号の管理等 

(1)～(2)略 

 (3) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の

届出書を当金庫に提出してください。 

9. カード・暗証番号の管理等 

(1)～(2)略 

 (3) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の

方法により当金庫に提出してください。 

14. 預金機・支払機・振込機への誤入力等 

(1) 略 

(2) カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻

しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請

求書への金額等の誤記入により発生した損害に

ついては、当金庫は責任を負いません。 

14. 預金機・支払機・振込機への誤入力等 

(1) 略 

(2) カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻

しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請

求書等への金額等の誤記入または誤入力により

発生した損害については、当金庫は責任を負いま

せん。 

＜法人用＞ 

8. カード・暗証番号の管理等 

(1)～(2) 

(3) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の

届出書により当金庫に提出してください。 

8. カード・暗証番号の管理等 

(1)～(2) 

(3) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の

方法により当金庫に提出してください。 

13.預金機・支払機・振込機への誤入力等 

(1) 略 

(2) カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻

しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請

求書への金額等の誤記入により発生した損害に

ついては、当金庫は責任を負いません。 

13.預金機・支払機・振込機への誤入力等 

(1) 略 

(2) カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻

しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請

求書等への金額等の誤記入または誤入力により

発生した損害については、当金庫は責任を負いま

せん。 

 

 

 



（１７）振込規定 

旧 新 

１．適用範囲 

振込依頼書または当金庫の振込機による当金庫ま

たは他の金融機関の国内本支店にある受取人の預

金口座あての振込については、この規定により取

扱います。 

１．適用範囲 

振込依頼書もしくは当金庫所定の窓口受付端末ま

たは当金庫の振込機による当金庫または他の金融

機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての

振込については、この規定により取扱います。 

２．振込の依頼 

（１）省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）振込機による振込の依頼は、次により取扱いま

す。 

① 振込機は当金庫所定の時間内に利用すること

ができます。 

② １回および１日あたりの振込金額は、当金庫

所定の金額の範囲内とします。 

③ 振込機の画面表示等の操作手順に従って、振

込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、

受取人名、振込金額その他の所定の事項を正

確に入力してください。振込資金が現金の場

合には、依頼人名およびその電話番号も正確

に入力してください。 

④ 当金庫は振込機に入力された事項を依頼内容

とします。 

 

（３）前２項に定める依頼内容について、振込依頼

書の記載の不備または振込機への誤入力があ

ったとしても、これによって生じた損害につ

いては、当金庫は責任を負いません。 

 

 

（４）振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手

数料その他この取引に関連して必要となる手

数料（以下「振込資金等」といいます。）を支

払ってください。 

 

２．振込の依頼 

（１）省略 

（２）当金庫所定の窓口受付端末による振込の依頼

は、次により取扱います。 

 ① 振込の依頼は窓口営業時間内に受付けます。 

 ② 当金庫所定の窓口受付端末を使用し、振込先の

金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取

人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電

話番号その他の所定の事項を正確に入力しま

たは選択してください。 

③ 当金庫は当金庫所定の窓口受付端末に入力さ

れた事項を依頼内容とします。 

（３）同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）前(１)(２)(３)項に定める依頼内容につい

て、振込依頼書の記載の不備または振込機お

よび当金庫所定の窓口受付端末への誤入力が

あったとしても、これによって生じた損害に

ついては、当金庫は責任を負いません。 

 

（５）同左 

 

 

 

 

３．振込契約の成立 

（１）振込依頼書による場合には、振込契約は、当金

庫が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領した

時に成立するものとします。 

３．振込契約の成立 

（１）振込依頼書および当金庫所定の窓口受付機によ

る場合には、振込契約は、当金庫が振込の依頼を

承諾し振込資金等を受領した時に成立するもの

とします。 

 

 

 

 



（１８）インターネットバンキング利用規定 

旧 新 

第２条 本人確認 

１．略 

２．初回ログイン用パスワードの届出 

初回ログイン用パスワードは、お客様が指定する

ものとし、お客様から当金庫所定の書面により届

け出るものとします。 

３～６．略 

６．お客様カードの取扱い 

（１）略 

（２）お客様がお客様カードを紛失・盗難等で失った

場合には、お取引の安全性を確保するため、すみ

やかにお客様ご本人から当金庫所定の書面によ

り当金庫に届け出てください。 

７．画像認証カードの取扱い 

（１）～（２）略 

（３）お客様が画像認証カードを紛失・盗難等で失っ

た場合には、お取引の安全性を確保するため、す

みやかにお客様ご本人から当金庫所定の書面に

より当金庫に届け出てください。この届出に対

し、当金庫は所定の手続きを行い、本サービスの

利用停止等の措置を講じます。当金庫はこの届出

に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害に

ついては、第１５条に定める場合を除き、責任を

負いません。なお、画像認証カードの再発行の依

頼は、当金庫所定の書面により行うものとし、再

発行に当たっては、当金庫所定の再発行手数料を

いただきます。なお、再発行される画像認証カー

ド裏面の認証用画像は新たなものとなり、旧カー

ドは使用できなくなります。 

以下略 

第２条 本人確認 

１．略 

２．初回ログイン用パスワードの届出 

初回ログイン用パスワードは、お客様が指定する

ものとし、お客様から当金庫所定の方法により届

け出るものとします。 

３～６．略 

６．お客様カードの取扱い 

（１）略 

（２）お客様がお客様カードを紛失・盗難等で失った

場合には、お取引の安全性を確保するため、すみ

やかにお客様ご本人から当金庫所定の方法によ

り当金庫に届け出てください。 

７．画像認証カードの取扱い 

（１）～（２）略 

（３）お客様が画像認証カードを紛失・盗難等で失っ

た場合には、お取引の安全性を確保するため、す

みやかにお客様ご本人から当金庫所定の方法に

より当金庫に届け出てください。この届出に対

し、当金庫は所定の手続きを行い、本サービスの

利用停止等の措置を講じます。当金庫はこの届出

に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害に

ついては、第１５条に定める場合を除き、責任を

負いません。なお、画像認証カードの再発行の依

頼は、当金庫所定の方法により行うものとし、再

発行に当たっては、当金庫所定の再発行手数料を

いただきます。なお、再発行される画像認証カー

ド裏面の認証用画像は新たなものとなり、旧カー

ドは使用できなくなります。 

以下略 

第３条 取引の依頼 

１．サービス利用口座の届出 

（１）略 

（２）サービス利用口座の変更および削除について

は、当金庫所定の書面により届け出てください。 

以下略 

第３条 取引の依頼 

１．サービス利用口座の届出 

（１）略 

（２）サービス利用口座の変更および削除について

は、当金庫所定の方法により届け出てください。 

以下略 

第 11条 届出事項の変更等 

本サービスに係る印章を失ったとき、または、印

章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったき

は、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該

口座保有店に届け出るものとします。 

以下略 

第 11条 届出事項の変更等 

本サービスに係る印章を失ったとき、または、印

章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったき

は、お客様は直ちに当金庫所定の方法により当該

口座保有店に届け出るものとします。 

以下略 

第 20条 契約期間 

本契約の当初契約期間は、契約日から起算して１

年間とし、特に、お客様または当金庫から所定の書

面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日

からさらに１年間継続されるものとし、以降も同

様とします。 

第 20条 契約期間 

本契約の当初契約期間は、契約日から起算して１

年間とし、特に、お客様または当金庫から所定の方

法による申出のない限り、契約期間満了日の翌日

からさらに１年間継続されるものとし、以降も同

様とします。 

ワンタイムパスワードサービス利用追加規定 
第７条 免責事項等 

１～３略 

４．当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なる

ワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連

続して伝達された場合は、当金庫はお客様に対する

ワンタイムパスワードサービス利用追加規定 

第７条 免責事項等 

１～３略 

４．当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なる

ワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連

続して伝達された場合は、当金庫はお客様に対する



本サービスの利用を停止します。お客様が本サービ

スの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の

書面により当金庫宛に届け出るものとします。 

以下略 

本サービスの利用を停止します。お客様が本サービ

スの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の

方法により当金庫宛に届け出るものとします。 

以下略 

 

（１９）法人インターネットバンキング利用規定 

旧 新 

第２条 本人確認 

１～６．略 

７．電子証明書の取扱い 

（１）～（４）略 

（５）管理者および利用者本人に次に定める事由のい

ずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保す

るため、速やかに当金庫所定の書面により当金

庫に届け出てください。 

８．お客様カードの取扱い 

（１）略 

（２）ご契約先がお客様カードを紛失・盗難などで失

った場合には、取引の安全性を確保するため、

速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届

け出てください。 

（３）前号のお客様カードを失った旨の届出について

は、電話によることができます。この場合、当

金庫は前項と同様に取り扱います。 

なお、すみやかに当金庫所定の書面により届け

出てください。 

第２条 本人確認 

１～６．略 

７．電子証明書の取扱い 

（１）～（４）略 

（５）管理者および利用者本人に次に定める事由のい

ずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保す

るため、速やかに当金庫所定の方法により当金

庫に届け出てください。 

８．お客様カードの取扱い 

（１）略 

（２）ご契約先がお客様カードを紛失・盗難などで失

った場合には、取引の安全性を確保するため、

速やかに当金庫所定の方法により当金庫に届

け出てください。 

（３）前号のお客様カードを失った旨の届出について

は、電話によることができます。この場合、当

金庫は前項と同様に取り扱います。 

なお、すみやかに当金庫所定の方法により届け

出てください。 

第３条 取引の依頼 

１．サービス利用口座の届出 

（１）～（４）略 

（５）サービス利用口座の追加・変更および削除につ

いては、当金庫所定の書面により届け出てくださ

い。 

第３条 取引の依頼 

１．サービス利用口座の届出 

（１）～（４）略 

（５）サービス利用口座の追加・変更および削除につ

いては、当金庫所定の方法により届け出てくださ

い。 

第８条 届出事項の変更等 

本サービスに係る印章を失ったとき、または、印

章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったと

きは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により

代表口座保有店宛に届け出るものとします。 

この届出前に生じた損害については、第１２条に

定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 

第８条 届出事項の変更等 

本サービスに係る印章を失ったとき、または、印

章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったと

きは、ご契約先は直ちに当金庫所定の方法により

代表口座保有店宛に届け出るものとします。 

この届出前に生じた損害については、第１２条に

定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 

第 17条 契約期間 

本契約の当初契約期間は、契約日から起算して１

年間とし、特に、ご契約先または当金庫から所定の

書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌

日からさらに１年間継続されるものとし、以降も

同様とします。 

第 17条 契約期間 

本契約の当初契約期間は、契約日から起算して１

年間とし、特に、ご契約先または当金庫から所定の

方法による申出のない限り、契約期間満了日の翌

日からさらに１年間継続されるものとし、以降も

同様とします。 

 

（２０）ホームバンキング利用規定 

旧 新 

11．届出事項の変更 

（１）暗証番号、固定暗証番号、可変暗証番号、確認

暗証番号、承認暗証番号、支払指定口座、名称、

商号、住所、電話番号その他届出内容に変更が

ある場合には、当金庫所定の書面により取引店

に直ちに届け出てください。 

   以下略 

11．届出事項の変更 

（１）暗証番号、固定暗証番号、可変暗証番号、確認

暗証番号、承認暗証番号、支払指定口座、名称、

商号、住所、電話番号その他届出内容に変更が

ある場合には、当金庫所定の方法により取引店

に直ちに届け出てください。 

以下略 



 

（２１）ファームバンキングサービス規定 

旧 新 

６．（届出事項の変更等） 

パスワード等届出事項内容に変更がある場合に

は、当金庫所定の書面によりお取引店に直ちにお

届けください。 

 以下略 

６．（届出事項の変更等） 

パスワード等届出事項内容に変更がある場合に

は、当金庫所定の方法によりお取引店に直ちにお

届けください。 

 以下略 

 

以上 

 




